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問題意識 

○90 年代半ばに、日本は人口ボーナス期が終わり、人口オーナス期に入った。人口オーナ

ス期に入った社会では「労働力人口の不足」「働く世代が引退世代を支える社会保障制度の

維持が困難」という社会問題が発生する。この解決策として「女性が労働力となって責任あ

る仕事を担えること」と同時に「将来の労働力となる子どもを産み育てられること」が、短

期と長期の労働力を回復し、社会保障制度の破たんを防ぎ、日本経済の国際競争力を取り戻

す上で非常に重要である。 

これに対しこれまでは「女性への支援策」を充実させていく方向性が議論され、育児休業

期間の給付金の拡充等をはじめとした制度改正が行われてきた。また、待機児童対策が進み、

働く女性が出産後に復帰できる環境整備が以前よりも整いつつあることは大きな前進であ

る。 

 しかしながら、女性の就業率はいまだ 62％であり、合計特殊出生率は 1.39人のままで

ある。女性管理職比率（常用雇用者 10人以上の企業）は 6.6％であり、ジェンダー・エン

パワーメント指数（GEM）（※）は世界 57位（2009年）と、女性が責任ある仕事を担えて

いる社会にはほど遠い。このままの推移では、2060年には、労働力人口は 4400 万人にな

ると推計されている。一方、合計特殊出生率が 2030年までに 2.07 人まで回復し、女性の

労働力率が 90％（スウェーデン並）まで上昇した場合は 5500万人となり、潜在労働力で

ある日本の女性が、男性並みに労働力として活躍することで日本の GDPが 16％上がると言

われている。日本の世界における競争力はそのどちらのシナリオになるのかによって大き

く異なる。  

 

（出典）：「未来への選択」（平成 26年５月「選択する未来」委員会）及び「成長戦略

としての女性活躍の推進」（平成 26年４月 経済産業省経済産業政策局経済社会政策室） 

 

 （※）ジェンダー・エンパワーメント指数（GEM）：国連開発計画（UNDP）が導入した

女性の政治・経済活動、意思決定への参画度合いを図る指数 

 

一方、育児・介護休業法の改正により、2010 年以降短時間勤務制度を導入することが企

業に義務付けられ、導入済みの企業（62％）の約 6割が法定以上の制度を整備している

が、制度を利用する女性がフルタイム復帰を先延ばしにすることでキャリア形成が難しく
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なるといった問題も生じている。女性がフルタイム復帰を先延ばしにする背景には、残業

を前提とした職場で短時間勤務を止めた途端に長時間勤務をせざるを得なくなることへの

懸念や、配偶者である男性の長時間労働がある。厚生労働省「両立支援にかかる諸問題に

関する総合的調査研究」（2008 年）によれば、配偶者男性の労働時間が長いほど、有業の

妻のうち短時間勤務を希望する人の割合が高まる傾向にある。 

（出典：みずほ総研「女性活躍推進の真の課題」からの抜粋） 

 

現在夫婦が持ちたい「理想の子ども数」は 2.4人（出産動向基本調査（2010））であ

り、一人目を持った夫婦がその後二人目を持つか否かについては、一人目の出産時の夫の

労働時間が関係しているということを踏まえると、「女性への支援策」だけでなく「職場

全体の労働時間の改善」にも着手しなくては真の少子化対策にはならないことが分かる。 

（出典：内閣府「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート

2013」http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/report-13/h_pdf/s3-4.pdf） 

 

○この取組は、女性の働く権利向上や環境整備の必要性といった視点だけではなく、ここか

ら 50年の日本社会の産業競争力のカギを握る、労働構造改革と位置づけられるべきであり、

サステナブルな日本社会のために、企業・政府一丸となって取り組まなくてはならない。 

 

 

取組の方向性 

以下の二つの方向から取り組んでいくことが重要である。 

○徹底的な情報開示により、企業の長時間労働是正への取組を後押しする。 

・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（案） 

・次世代育成支援対策推進法 

・女性の活躍見える化サイト 

・ダイバーシティ 100 選 

・なでしこ銘柄 等 

例えば上記のような制度・枠組の中で、「女性役員数」「女性管理職比率」「男女勤

続年数差」「育児支援制度の有無」とともに、「長時間労働の是正に向けた取組（特に

「時間当たり生産性を勘案した評価制度の導入（残業をプラス評価としないこと）」や

「管理職の人事評価の要素にワーク・ライフバランス推進を設定」などを含む）」にか

かる情報公開の仕組みを導入することにより「働く人が職場を選ぶ基準」を新しく提示

し、また比較可能な状況を作ることによって、人材奪い合い時代の労働市場において対

応しない企業が次第に淘汰されていく環境を作ることが考えられる。 

 

しかしながら、これだけでは長期視点でのインセンティブにはなり得るものの、短期
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的な視点の経営者には全く響かない。団塊ジュニア世代の女性の出産適齢期はもうあと

数年で終わってしまうことを考えると、解決のスピードが重要であり、また企業ごとで

競わせているだけでは、その間にも日本社会全体の貴重な人材資源が長時間労働によっ

て疲弊し、出産を希望する人が希望を適えられない状況が増幅されていくことは防げな

い。 

  

○そこで二つ目の労働時間に関する直接的な制限が議論されることが重要である。 

アメリカでは、時間外割増率の高さによって長時間労働を抑制する仕組み、ヨーロッ

パでは直接的に週 35 時間労働などの上限規制がなされている。一方で日本は時間外労

働に対する割増賃金の規定は法定されているが、長時間労働の是正に対する効果は十分

でないと考えられる。また、労働時間規制については、週 40時間という基準はあるも

のの 36協定によって規制がないも同然の状況があり、このような状況は先進国で日本

だけである。貴重な人材資源をうつ・過労死から守り、夫婦で働いて夫婦で育児家事を

協力し、希望する夫婦が二人以上の子どもを持てる社会を作るもっとも基本的な環境整

備として、36協定の見直しに着手すべきであり、それなくして真の女性が輝く日本社会

は実現しないと考えられる。 

 ただし、上記の議論には慎重な検討及び時間を要することから、比較的スピーディー

に着手できる方向として、一つ目にあげた制度・枠組の中で、「長時間労働の是正に向

けた取組（特に「時間当たり生産性を勘案した評価制度の導入（残業をプラス評価とし

ないこと）」や「管理職の人事評価の要素にワーク・ライフバランス推進を設定」など

を含む）」を選択制で任意の情報公開項目ではなく、必須公開項目とすることなどが制

度・枠組の中で重要である。 

 

 

具体的取組 

 それぞれの制度・枠組に応じて、以下の取組が考えられる。 

●「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（案）の一般事業主行動計画

に具体的な取組方針を明記 

標記法律案は未だ国会に提出されていないが、仮に先の臨時国会で提出された法案と同

様の内容が盛り込まれるのであれば、先の法案中に当初規定されていた「基本方針」及び

「行動計画策定指針」の中に、「女性役員数」「女性管理職比率」「男女勤続年数差」

「育児支援制度の有無」「長時間労働の是正に向けた取組（特に「時間当たり生産性を勘

案した評価制度の導入（残業をプラス評価としないこと）」や「管理職の人事評価の要素

にワーク・ライフバランス推進を設定」などを含む）」といった項目の情報開示を明記す

る。特に、人事評価の際に労働時間が短いことで不利な扱いを受けない、定時で仕事

が成り立つだけの十分な人員配置などの措置を奨励するといった長時間労働是正への取
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組、人事評価の趣旨を明記する。また、「企業認定制度」において、上記の要素を認定要

件としつつ、情報開示をさせる。 

 

●次世代育成支援対策推進法 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO120.html 

 この法律第 12条の一般事業主行動計画の中で、「女性役員数」「女性管理職比率」

「男女勤続年数差」「育児支援制度の有無」「長時間労働の是正に向けた取組（特に「時

間当たり生産性を勘案した評価制度の導入（残業をプラス評価としないこと）」や「管理

職の人事評価の要素にワーク・ライフバランス推進を設定」などを含む）」といった項目

の情報開示を促すとともに、認定要件にも入れる。 

 

●女性の活躍見える化サイト 

http://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/mierukasite.html 

 上記サイトについては、来年度から「ポジティブ・アクションポータルサイト」と一元

化される予定とのことだが、「女性役員数」「女性管理職比率」「男女勤続年数差」「育

児支援制度の有無」「長時間労働の是正に向けた取組（特に「時間当たり生産性を勘案し

た評価制度の導入（残業をプラス評価としないこと）」や「管理職の人事評価の要素にワ

ーク・ライフバランス推進を設定」といった項目の情報開示を促す。 

 

●ダイバーシティ 100 選、なでしこ銘柄 

http://www.diversity100sen.go.jp/ 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html 

 上記選定基準の中に、「女性役員数」「女性管理職比率」「男女勤続年数差」「育児支

援制度の有無」「長時間労働の是正に向けた取組（特に「時間当たり生産性を勘案した評

価制度の導入（残業をプラス評価としないこと）」や「管理職の人事評価の要素にワー

ク・ライフバランス推進を設定」などを含む）」といった項目の情報開示を盛り込む。特

に、人事評価の際に労働時間が短いことで不利な扱いを受けない、定時で仕事が成り

立つだけの十分な人員配置などの措置を奨励するといった長時間労働是正への取組、人

事評価の要素を盛り込む。 

 

●女性活躍推進のための長時間労働の是正への取組を税制や助成金の要件などに反映す

る。 

 

●次回の日本再興戦略改訂時に、上記の制度・枠組での検討結果を含め、女性活躍推進の

ための定時の時間内での成果を評価する企業を促進する仕組みについて言及する。  
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（参考）女性の活躍推進と長時間労働との関係について 

山口一男（シカゴ大学） 2015 年 2月 13日 

 

 

１．女性の活躍の阻害要因としての長時間労働 

 

○ わが国において、管理職（わが国で言えば課長相当職以上）の女性割合が、ＯＥＣＤ諸

国中１０％と他国と比べ（米国は４３％、欧州諸国の多くは３０％台）極めて小さいこと

は良く知られているが、このことと長時間労働とは密接に関係している。筆者は、2009年

経済産業研究所調査データの分析（2014 年『日本労働研究雑誌』所収の筆者論文「ホワ

イトカラー正社員の管理職の男女格差」）において、わが国の従業員 100人以上の企業に

勤めるホワイトカラー正社員中、男性の中で課長以上の管理職に就く者の割合は約３

６％だが、女性の中で課長以上の管理職に就く者の割合は約４％と極めて大きな男女差

があることを示した後、その男女差が他の男女の属性の違いによってどの程度説明でき

るかを分析した。結果はまず学歴・年齢・勤続年数など「人的資本」の男女差によって説

明できる男女の課長以上管理職割合の格差はわずかに 21％であることを示した。つづい

て男女の週当たり就業時間の差を考慮すると、説明度は３９％に大きく増加すること、つ

まり男女の週当たり就業時間差が単独で約１８％と、男女の学歴・年齢・勤続年数差をあ

わせた説明度（２１％）にほぼ匹敵する説明力を持つことを示した。またこの差は特に週

40 時間以上の労働を恒常的にしているかどうかの男女差がもたらすことをあわせて実証

した。 

  ただ上記の分析だけでは、長時間労働をするかしないかが、女性にとって男性と比べよ

り大きな管理職要件となっている（長時間労働が女性にとって管理職登用機会に男性よ

り大きく影響するという因果関係を意味する）のか、あるいは管理職になると女性は男性

に比べ、長時間労働をしなければならない傾向が強まる（長時間労働は管理職登用の原因

ではなく結果である）のかは判然としない。筆者はこの 2つの可能性について以下の理由

で、前者の因果関係の理解が正しいと結論している。一つは、加藤隆夫コルゲート大教授・

川口大司一橋大教授・大湾秀雄東大教授の共著による経済産業研究所の 2013年の研究論

文結果で、彼らは企業内人事について昇進時以前の就業時間の影響を調べるパネル調査

データ分析を通じて以下の二つの重要な事実を明らかにした。まず彼らの研究によると

長時間労働は男性の昇進率を高めることはないが、女性では昇進率に大きく影響する。こ

れは長時間労働が女性にのみ管理職資格要件となっていることを示唆する。二つ目の発

見は高い人事考課結果が男性では昇進率を高めるのに、女性では高めないという事実で

ある。これは女性は人事考課結果によらず管理職昇進率の低い職に配置する「間接差別」

の存在を示唆する。それらの研究結果から筆者はさらに女性のホワイトカラー正社員の

約四分の三が事務職に配置され（男性は約四分の一）、「女性事務職」は「男性事務職」と
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異なり残業時間が少なく、管理職昇進率が著しく低いという特徴があることが、管理職と

長時間労働との女性のみに見られる強い関係をかなりの部分説明することを示した。つ

まり、女性の長時間労働が管理職要件となっているのは、わが国企業では正社員に対し恒

常的に長時間労働することを期待し、その条件を満たせないものはいわゆる「一般職者」

として、その多くが補助的役割の事務職であるが、管理職登用の候補から最初から外され

てしまうという慣行が多くの日本企業に広まっているせいであることが主な原因である。

男性にとって長時間労働の管理職登用への影響が少ないのは、男性正社員の大部分は常

時残業を期待される総合職であり、このため実際の残業するか否かよりは、仕事の成果や

実績が評価されるのに対し、女性正社員の場合は、その大多数が一般職者であるが、最初

に一般事務職に振り分けられれば、潜在的には事務職以外の才能があってもそれを発揮

できる機会が与えらないだけでなく、仮に事務職者としての能力を評価されて人事考課

の結果が優れていても、それが加藤・川口・大湾が示したように、管理職昇進に結びつく

ことが少ないという結果を生むのである。これでは、女性の管理職登用はもとより、女性

の活躍は著しく制限される。 

  このことから女性の活躍を阻んでいるのは、長時間労働そのものというよりは、恒常的

に長時間労働できる正社員のみを将来の管理職候補とするわが国企業の人材登用・人材

活用のあり方に根本問題があることになる。女性の多くは、家庭との役割の両立問題を男

性より大きく抱えるため、恒常的長時間労働はできず、結果としてその多くが潜在能力や

適性の如何にかかわらず、一般職を選択しやすく、そのことが女性の活躍を阻んでいる。

これは女性の選好による自由な選択の結果ではなく、わが国の人材活用が能力や成果以

上に、会社への長期・長時間のコミットメントを管理職登用要件とするというような、人

材活用上は非合理的と思われる制度が経済成長期に定着し、それが女性の主たる家事育

児の役割があるという「伝統的男女の分業」規範の存続の下で、女性の選択の余地を著し

く狭めている結果であると考えられる。 

これらの問題が企業の自主的努力により解消できるなら問題は無いが、筆者の別の研

究では、正社員で残業ゼロのフルタイム就業を希望しながら、実際にその希望がかなえら

れているのは、女性事務職の一部だけという分析結果も得た。また、ワークライフバラン

ス施策を導入しかつ女性人材活用で労働生産性の高くなっている企業は、従業者 300 人

以上の企業の中でわずか１４％程度であるという実証結果も得ている。企業の自主努力

だけで、従来の典型的な正社員の働き方のあり方を企業が率先して変えていくとは考え

られず、したがって女性の人材活用も遅々として進まないという結果になると考えられ

る。 

 

２．長時間労働を削減する施策案及び経済成長との関係 

 

○ 長時間労働の削減は、日本企業が時間当たりの生産性でなく、一日当たりの生産性に依

6 
 



 

拠する慣行が問題である。一日当たりならば長時間労働で労働生産性を上げるという戦

略が成り立ちうるからである。しかしこの日本企業の戦略には、多くの問題がある。まず

第一に、わが国のホワイトカラーの労働生産性の低さとの関連がある。ＩＴ革命によって

欧米のホワイトカラー職の生産性は大きく増大したが、わが国では例外的に全く増大し

なかった。これはＩＴ革命が、本質的にホワイトカラー職のモジュール化などによる効率

化や、働き方の柔軟化（在宅勤務など職場や時間を限定しない働き方）をもたらすことで

多様な経験や働き方の選好を持つ有能な人材を生かすことに成功したのに対し、わが国

ではＩＴ革命がホワイトカラー職の効率化も柔軟化も生み出さなかったからである。こ

れは一つには欧米と異なりわが国ではＩＴ技術が各企業特殊な管理文化の中で特化され、

企業を超えて交換可能なシステムを生み出さず、その結果最新技術や他企業で経験を積

んだ有能なＩＴ専門家の活用を困難にしたことがある。これは筆者の想像であるが、ＩＴ

技術の利用についてモジュール化などによる生産性向上利益よりも、企業内特殊管理目

的や情報流出コストを重んじるわが国の企業体質に問題がある。もうひとつはわが国企

業では顔を突き合わせて仕事をするチームワークや協業の強調により、雇用者が自分の

労働時間管理をしながら柔軟に働くことを許さなかったことである。ここで重要なのは、

特に後者の働き方の特性、つまり、みなが一緒に時間的効率性をあまり気にせず、専門に

よる分業ではなく協業をするという働き方が、恒常的に長時間時間労働をし、時間当たり

でなく一日当たりの生産性を問題にするという企業のあり方の中で発達・定着した慣行

だということにある。しかし、このようなわが国企業のあり方は現在もますます発達する

ＩＴ技術とその利用の中で、著しい不能率を生み出していると考えられる。 

○ さらに時間当たりの労働生産性と女性の活躍の間には強い関係が存在する。次の図は

時間当たりのＧＤＰ（購買力平価調整値）（縦軸）と国連が 2009年に発表した女性活躍度

（Gender Empowerment Measure、ＧＥＭ）の関係をＯＥＣＤ諸国内で見たもので、筆者の

経済産業研究所の 2011 年の研究論文「労働生産性と男女共同参画」で示したものだが、

日本より時間当たりＧＤＰの値の高いＯＥＣＤ１７カ国のすべてが、日本より高いＧＥ

Ｍ値を持っている。逆に言えば、女性の活躍度の少ない分、日本は時間当たりの生産性は

低いのである。この女性活躍度と時間当たりＧＤＰの関連は、双方に共に影響する人的資

本度を制御してもなりたち、女性活躍度の影響は、労働生産性に強く影響する人的資本度

の影響の８０％にものぼることを筆者は明らかにした。女性不活用の機会コストは極め

て高いのである。なお女性活躍度（ＧＥＭ）は時間当たりでなく、長時間労働度を反映す

る一人当たりのＧＤＰに対しては、影響していない。逆に言えば、長時間労働によってＧ

ＤＰを高める国は、女性人材活用には成功していないといえる。 
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その他にも、筆者や経済産業研究所の研究者でもある慶応大学の山本勲教授らの研究

は、わが国においてもワークライフバランス（ＷＬＢ）施策を、推進センターなどを設置

して積極的に推進している企業は、時間当たり労働生産性が高く、特に山本・松浦の研究

（山本勲・松浦寿幸（２０１１）ＲＩＥＴＩ研究論文）は生産性の高い企業がＷＬＢ施策

を推進しているのではなく、施策導入後に、数年のタイムラグを置いて、生産性が向上す

ることを示した。ただ残念なことに、このように女性活用により生産性を向上させている

企業は未だ極めて少数である。 

  またより一般に女性の活躍が経済の活性化の一つの有効な方法であるという点につい

ては、欧米ではもはや常識である。米国政府、国連、ＯＥＣＤの重要ポストにつく人々が

こぞってわが国の経済活性化の可能性はそこにあると強調しているのは、多分に大雑把

な議論であるとはいえ、筆者は基本的に正しいと考える。ただわが国の制度改正には、今

までのわが国固有の雇用制度への理解が欠かせない。それについて筆者は昨年１２月の

『中央公論』で議論しているが、内容は省く。  

○ 以上の理由から、一人当たりでなく時間当たりの生産性を重視することがわが国企業

の成長にも不可欠であると考えられるが、それにはやはり長時間労働に依存する働き方

を変えなければならない。この目的のためには、筆者はいくつかの方法があると考える。 

  （１）一つは、言うまでもなく、最大労働時間規制であるが、ＥＵの４８時間規制には

わが国企業の抵抗があり難しいが、労働基準法の限度時間の遵守を原則とする、(職

種や一時期の例外は認めるが）原則週５５時間を最大時間とする案を提言する。 

  （２）もう一つは、オランダなどにみられる労働者がペナルティーを受けずに、労働時

間を選べる権利を認めることである。これを全職種に適用するのはわが国の実情で

は難しいので、基本的にホワイトカラー・イグゼンプションと結びつけ、残業代の出

ない職種は、基本的に雇用者が労働時間を選択できることを法的に保障することが

考えられる。当然そのような職においては昇進・昇給機会は、業績・成果に依存させ
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るべきであろう。 

  （３）第３に、特に女性の活躍の推進に関し、総合職・一般職の区別や、同様な企業内

の「コース制」について、恒常的に残業できるか否かの条件をつけることを違法とす

べきと考える。２００６年の雇用機会均等法改正で、企業が「転居および転勤に応じ

ることができる」ことを総合職の条件とすることは女性に対する間接差別とされた

が、「恒常的に残業できること」は間接差別の要件とはされていない。しかし女性の

活用のためには、この要件を女性への間接差別とすることが絶対に必要である。また

一般に男女で大きく分かれるコース制はどのようなものであれ、間接差別となる可

能性が高いので、そのような制度に対しては間接差別にならないとの立証に関し企

業側に説明責任があるとする均等法改正が必要と考える。  

 

３．諸外国における労働時間規制及び適用除外 

 

○ ＥＵ（欧州連合は）、英国を除き残業時間を含め最大 48 時間という法的規制をしてい

る。適用除外はあるが、それは職種で決まり、業種による除外はない。適用除外の職種は、

職務時間が完全に本人が決められる職種（厳密な意味での裁量労働者、役員など）、警察

官、警備員、船の乗務員などである。英国の場合は、労使で合意に達すれば例外を認める

という点を除き、ＥＵと基本的に同じである。米国、カナダ、オーストラリアなどは最大

労働時間規制はないが、労働時間の条件は契約で決まり、日本のように無原則ではない。

日本の場合、労働基準法に基づく、限度時間（週最大残業時間 15時間、つまり週当たり

限定就業時間 55 時間）という目安があるが、労働基準法 36 条による労使の特別協定に

基づけば、限度時間は適用されず、わが国では、実際にそういった特別協定のあるなしに

かかわらず、限度時間は事実上無視される状態がある。労働基準法の遵守の徹底と共に、

限度時間を超える残業については、一部の職種を除き、あくまで例外期間のみとし、恒常

的に限度時間を超えることを認めるという労使の合意は労働基準法の精神に反し、法的

に禁じることが望ましい。 
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